
1.対象となる補助事業の概要及び期間内に
想定される業務量をお示し下さい。

本補助事業は、自家消費型太陽光発電等を導入する
一般家庭や民間事業者に対し助成するものです。
・太陽光発電 一般家庭 3.5万円／kW
　　　　　　　民間事業者 2.5万円／kW
　　　　　　　（賃上げする場合）3.5万円/kW
・蓄電池 １／３（限度額5.16万円／kWh）

※蓄電池のみの申請の場合は、既存の太陽光発電設
備の付帯設備であるものに限り補助の対象となりま
す。
※太陽光+蓄電池または太陽光単体の上限は200万円
ですが、蓄電池のみ導入の場合は上限50万円です。

想定件数は太陽光電設備（蓄電池同時導入含む）の
申請が100件程度、蓄電池のみの申請が50件程度で
す。
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2.本事業における補助金の予算額をお示し
ください。

104,850千円です。

3．本業務は毎年公募されているようです
が、下記の昨年度の実績をご教示いただけ
ますでしょうか。（可能な場合）
　・申請書の受付件数
　・実績報告書の受付件数
　・設置状況の確認件数
　・住民等からの問い合わせ件数

昨年度実施した本補助事業の実績は以下のとおりで
す。
　・申請書の受付件数：185件
　・実績報告書の受付件数：154件（R7.1.16現在）
　・設置状況の確認件数：0件
　・住民等からの問い合わせ件数：不明

4．太陽光に関する補助金は「国」「県」
「市町村」とあるかと思いますが、本業務
の所掌範囲は「国」「県」のみでしょう
か。

今回の補助金は県の事業となっております。ただ
し、財源は国の交付金となりますので、仕様書の４
（４）のとおり本補助事業の対象設備には他の国の
補助金等との重複ができません。


